
労働政策審議会令（平成12年政令第284号）（抜粋） 

 

（分科会） 

第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審

議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 
  

名称 所掌事務 

労働条件分科会 （略） 

・・・ （略） 

職業安定分科会 一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十三号から第五十六号まで

及び第五十八号から第六十二号までに掲げる事務に関する重要事

項を調査審議すること（障害者雇用分科会及び人材開発分科会の所

掌に属するものを除く。）。 

二 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）、労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六

十年法律第八十八号）、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭

和四十六年法律第六十八号）、専門的知識等を有する有期雇用労働

者等に関する特別措置法（同法第三条第一項に規定する基本指針に

定める事項のうち同法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇

用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。）、建設労

働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）、

港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）、中小企業における労働

力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の

促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）、介護労働者の雇用

管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号）、看護師等

の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）、林業

労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）及び労働保険の保険料の

徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）の規定により

審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 

・・・ （略） 

人材開発分科会 （略） 

２～７ （略） 
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（部会） 

第七条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあって

は、分科会長）が指名する。 

３ 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表す

る臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員

の数の合計数は、同数とする。 

４ 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属

する委員が選挙する。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうち

から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

７ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、

その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 


